
正

誤

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
付
け
奈
良
県
公
報
号
外
第
五
十
二
号
正
誤
表

題

名

規
則
番
号

㌻

行

誤

正

奈
良
県
立
民
俗
博
物
館
管
理

四
十
三
号

一

九

あ
っ
て

あ
つ
て

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則


		2019-04-05T16:04:14+0900
	naraken.




